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厚
生
労
働
委
員
会
）

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
子
ど
も
の
心
身
と
も
に
健
や
か
な
育
成
に
資
す
る
た
め
、
世
帯
主
等
が
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
等
の
滞
納

に
よ
り
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
主
等
に
対
し
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
有
効
期
間
を
六
月
と
す
る

被
保
険
者
証
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

保
険
料
の
滞
納
に
よ
り
被
保
険
者
証
が
返
還
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
係
る
短
期
被
保
険
者
証
の
交
付

国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
滞
納
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら

れ
た
世
帯
主
が
当
該
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
被
保
険
者
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
又
は
特
別
区
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
、
当
該
被
保

険
者
に
係
る
有
効
期
間
を
六
月
と
す
る
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
。

二

施
行
期
日
等
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１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
資
格
証
明

書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
十
五
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
被
保
険
者
が
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
又
は
特
別
区
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
、
当
該

被
保
険
者
に
係
る
有
効
期
間
を
六
月
と
す
る
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
又
は
特
別
区
は
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
減
免
制
度
等
の
十
分
な
周
知
を
図
る
こ
と
等
を
通
じ

て
滞
納
を
防
止
し
、
及
び
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
滞
納
し
て
い
る
者
か
ら
の
実
効
的
な

徴
収
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


